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松寿会軽費老人ホーム（Ａ型）だいせん重要事項説明書 
 

 

  軽費老人ホーム（Ａ型）だいせんと利用契約をかわすにあたり、契約者に対して施

設の概要や提供されるサービスの内容及び契約上ご注意いただきたいことを次のと

おりご説明します。 
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松寿会軽費老人ホーム（Ａ型）だいせん重要事項説明書 
 

１．事業所名 

設 置 主 体 名 社会福祉法人 松寿会 

運 営 主 体 名 社会福祉法人 松寿会 

運営代表者氏名 理事長 佐々木 勘右エ門 

所 在 地 秋田市浜田字陳ヶ原１５番地５ 

他の主な事業所 

養護老人ホーム松寿園 

養護（盲）老人ホーム松峰園 

特別養護老人ホーム松涛園 

松寿会指定短期入所生活介護事業所 

松寿会指定通所介護事業所 

松寿会指定訪問介護事業所 

松寿会指定居宅介護支援事業所 

 

２．事業の目的と運営方針 

事 業 の 目 的 

軽費老人ホーム（Ａ型）だいせんは、低額な料金で、高齢等

のため独立して生活することに不安がある方に入所していただ

き、食事、健康管理、相談・援助その他日常生活上必要な便宜

（サービス）を提供することによって、入所した方が安心して

明るい生活ができるようにすることを目的とします。 

なお、入所できる方の年齢は６０歳以上ですが、その方の配

偶者や三親等内の親族等特別な事情があると認められる方は、

この限りではありません。 

運 営 方 針 

サービスの提供にあたっては、入所者の意思を尊重するとと

もに、入所者個々人の支援の必要度に配慮いたします。 

また、入所者と家族、連帯保証人に関する個人情報の取扱い

については別に定める「松寿会個人情報保護に関する基本規

則」及び「個人情報利用目的」に沿って行うものとし、苦情処

理の取り扱いについても「松寿会苦情処理解決実施要綱」に沿

って行います。 

保健・医療・福祉の各関係機関との連携のもとに、入所者と

地域の福祉の向上を目指します。 
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３．施設の概要 
施 設 名 称 松寿会軽費老人ホーム（Ａ型）だいせん 

施 設 種 別 軽費老人ホーム（Ａ型） 

施 設 長 阿部 孝幸 

開 設 年 月 日 昭和５６年２月１日 

所 在 地 
秋田市新屋大川町１７番３号 

（電話）０１８－８２８－１８５１ 

交 通 の 便 

秋田中央交通新屋線 美術大学前下車 徒歩２分 

羽後交通本荘秋田線    〃      〃 

ＪＲ新屋駅から車で５分 

ＪＲ秋田駅から車で２０分 

敷 地 概 要 延面積 ２，９７４．０１㎡（秋田市所有地） 

建 物 概 要 

鉄筋コンクリート２階建 

延面積 １，７５２．７９㎡（事業者所有） 

竣工 昭和５６年１月３１日 

定 員 ５０名 

居 室 

個室 ４８室 １４．５８㎡（６畳、押入れ、踏み込み等） 

個室  ２室 １８．２３㎡（６畳、押入れ、踏み込み等） 

各個室ともトイレ、洗面所、電話、ナースコール付き） 

主な共用施設 

設 備 

１ 医務室・静養室 

２ 集会室（和室、洋室）・図書室 

３ 談話室 

４ ロビー 

５ 食堂 

６ 浴室（男女各１） 

７ 給湯室・洗濯室（汚物処理室） 

８ 研修室 
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４．サービスの内容 

 個々人の必要度に配慮しながら自立支援と生活援助のため、下記のサービスを提

供します。 

種 類 内 容 

食 事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健 康 管 理 

 

 

 

 

 

入 浴 等 

 

 

 

相 談 ・ 援 助 

 

 

 

 

生きがい活動の援助 

 

 

 

その他のサービス 

・計画献立による必要栄養量の確保と入所者の嗜好に配慮した

調理を行います。 

・主治医の食事箋に基づく医療指示食のほか、身体状況により

お粥、刻み食等を提供します。また、臥床時等は居室配膳を行

います。 

・行事食、選択食等により日々の食事に変化をもたせる工夫を

しています。 

・栄養その他の食事に関する相談・指導を行います。 

  食事時刻：朝食  ７時３０分 

       昼食 １２時００分 

       夕食 １８時００分 

 

・看護職員による日常の健康相談や定期の体重・血圧測定、そ

の他医療に関する相談・指導を行います。 

・嘱託医による定期診断（希望者）及び定期健診（全員、年２

回）を行います。 

・緊急時には、受診手続等必要な支援を行います。 

 

・身体の清潔保持のため、２日に１回以上の頻度で入浴・シャ

ワー浴、又は清拭の機会を準備します。 

・入所者の身体の状況により、入浴等の介助を行います。 

 

・日常の生活全般にわたる相談及び支援を行います。 

・介護保険サービスを利用するための諸手続き、退所後の在宅

福祉サービスの利用や市役所・銀行等の公的機関及び図書館等

公共施設の利用、地域交流等に係る支援を行います。 

 

・入所者が生きがいのある充実した生活を送れるよう、各種ク

ラブ活動やレクリエーション等を実施し、余暇活動の援助を行

います。 

 

・クリーニング取次、宅配便・郵便物の取次等の便宜を図りま

す。 
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５．利用料 

 別表によるサービス提供に要する費用及び生活費の合計額（１１月から３月まで

は、冬季加算額が加わります。）のほか、居室の電気料と電話料が自己負担となり

ます。 

 また、親睦旅行、その他特に施設長が指定する施設行事等に希望して参加する場

合は、その都度定める料金及び入所者の特別の希望により提供するサービスにかか

る料金は、自己負担となります。 

請 求 方 法 
 当月分（利用料及び電話料・電気料（前月使用料））の請求書

及び前月分の領収書を発送します。 

支 払 方 法 

 ご指定いただいた金融機関口座から、毎月２７日に引き落と

しさせていただきます。引落日が土日祝祭日の場合は、翌営業

日が引き落とし日となります。 

 

６．連帯保証人 

 １ 入所者は、サービス開始時に連帯保証人を立てることとします。 

２ 施設に対する利用料などの経済的な債務について、入所者と連帯してその履 

行の責任を負います。 

３ 入所者が疾病等により医療機関への受診、入院となる場合の対応・手続きを 

円滑に遂行する責任を負います。 

 ４ 入所者に債務不履行があったときは、入所者の債務を負担するものとしま 

す。 

 ５ 連帯保証人の負担は、極度額２０万円（おおよそ月額利用料金の３ヵ月分） 

を限度とします。 

 ６ 連帯保証人から請求があったときは、施設は連帯保証人に対し、遅滞なく利 

用料等の支払い状況や滞納金の額、損害賠償の額等の全ての債務の額等に関す 

る情報を提供します。 

 ７ 連帯保証人の住所、氏名、連絡先等を変更したときは、その旨を速やかに通 

知します。 

８ 入所者は、連帯保証人が死亡し、又は民法による後見開始の審判等を受けた 

ときは、新たに連帯保証人を立てるとともに、前連帯保証人との利用料などの 

経済的な債務等につき、新連帯保証人は入所者と連帯してその履行の責任を負 

うものとします。 
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７．協力医療機関と医療 

医療機関の名称 医療法人 梅栄会 細谷病院 

院 長 名 細谷 貴美子 

所 在 地 秋田市南通宮田３－１０ 

電 話 番 号 ０１８－８３３－３４５５ 

診 療 科 目  内科・神経内科・リハビリ科・胃腸科 

入 院 設 備 １０７床 

救急指定の有無 無 

協力契約の内容 

１ 往診による診療（希望者） 

２ 病状が急変した場合の緊急対応（夜間・休日の往診等） 

３ 入院が必要となった場合の受入れ及び他の医療機関への 

紹介 

 

医療機関の名称 三浦歯科医院 

院 長 名 三浦 捷也 

所 在 地 秋田市新屋元町２２－３４ 

電 話 番 号 ０１８－８２８－２１０９ 

診 療 科 目  歯科 

入 院 設 備 無 

救急指定の有無 無 

協力契約の内容 歯科治療（希望者） 

 

利用者の医療 

１ 病気や怪我の治療は、施設の嘱託医、協力医療機関、又 

は入所者が選択する医療機関で受診していただくこととな 

り、医療費は入所者の負担となります。 

 

２ 通院時及び入退院時の付き添いは、原則として連帯保証 

人、又は家族に対応していただきますが、緊急等特別な事 

情にある時は、当方で行います。ただし、それにかかる費 

用は入所者の負担となります。 

   入院中の付き添いは行っておりません。 

 

 ３ 入院期間が３ヶ月以上に渡る場合は、退所となります。 
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８．職員の配置と勤務体制 

職  種 職員数 備  考 

施 設 長 １名  

生 活 相 談 員 １名  

事 務 職 員 １名  １名は兼務 

介 護 職 員 ４名  主任介護職員１名、介護職員３名 

看 護 職 員 １名  

栄 養 士 １名  

調 理 員 ６名  

技 術 員 １名  

医 師 １名  嘱託医師 

夜 間 体 制 ２名  施設職員１名、夜間警備業務委託者１名 

緊急通報体制   非常通報装置設置 

 

 

９．非常災害時の対応 

非常時の対応 
 別に定める「軽費老人ホーム（Ａ型）だいせん消防計画」に

より対応します。 

非常通報の体制 
非常通報装置により、消防署及び全職員への連絡体制を確保

しています。 

平常時の訓練 

別に定める「軽費老人ホーム（Ａ型）だいせん消防計画」に

より、入所者も参加して年２回、夜間及び昼間を想定した防災・

避難訓練を実施します。なお、訓練は秋田消防署新屋分署の指

導を受けています。 

防災設備の概要 

名 称 個数など 

消 火 器 具 

自動火災報知設備 

スプリンクラー設備 

非 常 警 報 設 備 

誘 導 灯 設 備 

防 排 煙 設 備 

消火器１５本 

熱感知器１８５個、煙感知器１６個、地区音響設備５個  

Ａ系統３３個所、Ｂ系統３１個所、Ｃ系統３１個所  

非常用放送装置１台、火災通報装置１台 

誘導灯２０台 

防火扉１戸 
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１０．当施設ご利用の際に留意いただく事項 

事 故 補 償 
 サービス提供上、不可抗力的に生じた損害や事故の補償につ

いては、入所者・施設双方で協議することとします。 

来訪者の面会 

来訪者は、面会時間（原則として午前６時から午後９時まで）

を遵守し、必ず訪問票に記入してください。 

原則として来訪者の宿泊はできません。 

外 出 ・ 外 泊 
外出・外泊の際は必ず外出届及び外泊届に行先等の所定事項

を記入の上、施設長に届けてください。 

履 物  玄関の各自の名前が書いてある下足棚を使用してください。 

居室・設備・ 

器 具 の 使 用 

 施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用くだ

さい。これに反した利用又は故意・重大な過失により破損等が

生じた場合は賠償していただくことがあります。 

 居室を出る（退所又は居室替え）の場合に、通常の使用によ

る汚れ、損耗を超える程度の損傷をした時は、修復の実費をい

ただきます。なお、居室の掃除は各自で行っていただくことと

なっております。 

火 気 注 意 

火災発生予防のため、居室内ではタコ足配線をしないでくださ

い。又、居室内での煮炊きはしないでください。仏壇のろうそ

く、線香等の使用は禁止しております。 

喫 煙 ・ 飲 酒 

 喫煙の際は、吸殻入れを必ず用意し、所定の場所以外では吸

わないでください。寝煙草やくわえ煙草は禁止します。 

 飲酒は、他の入所者の迷惑にならない範囲で、医師からの制

限などない限りは概ね自由にしています。 

迷 惑 行 為 
 喧嘩、暴行、中傷、口論等、他人に迷惑をかけたり、施設の

運営に支障を来したりする言動はしないでください。 

所持品の管理 

個々の所持品は、原則として自己管理していただきます。 

貴重品の紛失、置忘れ等がないよう、その保管、取扱いにつ

いては十分留意するとともに、部屋の施錠についても配慮して

ください。 

現 金 等 の 管 理 
 ご本人又はご家族による管理となっており、当施設でのお預

かりはいたしません。 

そ の 他 

 水、湯、暖房、電気等の使用については、節約に気を付けて

ください。 

 共同生活ですので、他人に迷惑をかけぬよう、又、お互いに

楽しく生活できるよう留意しましょう。 

 その他、生活上ご不明な点は、職員にご相談ください。 
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１１．入所・退所等 

 入所（サービス提供の開始）は、軽費老人ホーム（Ａ型）だいせん入所契約書に

よる契約年月日からとし、契約の終了日をもって退所（サービス提供の終了）とし

ます。 

 このほか、入退所等については社会福祉法人松寿会軽費老人ホーム（Ａ型）だい

せん運営管理規程によるものとします。 

 

 退所に係る主な例は、以下のとおりです。 

（１） 利用料の滞納。 

（２） 伝染性疾患により他の入所者等に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき。 

（３） 入所者の言動が、他の入所者等の生活又は健康に重大な影響を及ぼすおそ

れがあるとき。 

（４） 診断によりその入院期間が３ヶ月以上と見込まれるとき、又は入院期間が

継続して３ヶ月に達したとき。 

（５） 入所者が死亡したとき。 

（６） その他規程に違反したとき。 

 

 

１２．苦情相談窓口 

（１）サービスに関する相談や苦情については、次の窓口へお申し出ください。 

   担当者：生活相談員 

   時 間：月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分 

      方 法：直接お越しいただくか、電話、文書でも対応いたします。 

   電 話：０１８－８２８－１８５１ 

 

 

（２）公的機関においても苦情の受付けをしています。 

秋田県運営適正化委員会（秋田県社会福祉会館内） 

住 所：秋田市旭北栄町１－５ 

電 話：０１８－８６４－２７２６ 

ＦＡＸ：０１８－８６４－２７４２ 

時 間：月曜日～金曜日 午前９時００分～午後５時００分 

 


